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…個人番号（マイナンバー）は変更した場合のみ記入してください。 
 …今年度より「登録者証」制度が開始となりました。 登録者証を申請していただくと市区町村がマイナンバー

を用いた情報連携により、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿等の作成事務において登録者情
報を確認できます。登録されるのは、氏名・生年月日・小児慢性特定疾病の受給者であること（疾病名は除
く）の情報です。詳細は越谷市ホームページをご覧ください。 

…小児慢性特定疾病情報センターホームページ（http://www.shouman.jp）に、疾病別に７８８種類の様式が
あります。様式は配布しませんので、作成医療機関に依頼してください。 

・・・P3「必要書類⑥：自己負担上限月額の算定に必要な書類」について をご確認ください。 

・・・P3「必要書類⑦：高額療養費の所得区分照会に必要な書類」について をご確認ください。 

・・・お持ちの方は、⑦高額療養費の所得区分照会に必要な書類は不要です。 

・・・お持ちの方のみ 

・・・同一世帯（受診者と同じ公的医療保険に加入する人）に複数の医療費支給認定者がいる場合は、世帯内
の負担が増えないようにするため、自己負担上限月額の按分が適用されます。 
同一世帯に小児慢性特定疾病や指定難病の受給者がいる場合は、受給者証のコピーを添付してくださ
い。（申請中の場合は申請書の写し） 

・・・マイナンバーが変更となった場合のみ必要です。 
P4「必要書類⑪：本人確認書類（マイナンバー関連）」について をご確認ください。 

・・・申請時に受給者が１８歳以上で、受給者以外が申請者となる場合、委任状が必要です。 

 

・・・（１）医療意見書の「重症患者認定基準に該当」の方 

（２）「高額かつ長期」に該当する方。 

P3「必要書類⑥：自己負担上限月額の算定に必要な書類」について をご確認ください。 

・・・人工呼吸器、体外式補助人工心臓等を装着されている場合 

・・・申請する疾病に関係するものがある場合 
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※1 マイナンバー提出済みの方でマイナンバー連携による照会に了承頂ける場合は不要です。 
※2 所得税法上の公的年金等、障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害給付費、労災等による傷害補償・給付、   

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の合計額 
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